
 

水質汚濁に係る農薬登録基準値（案） 

 

 

今回基準値の設定を行うこととする水質汚濁に係る農薬登録基準値（案）は次のと

おりです（農薬登録基準については参考１を参照）。 

 

農薬取締法第４条第１項第６号から第９号までに掲げる場合に該当するかどうか

の基準（昭和 46 年３月農林省告示第 346 号）第４号イの規定に基づき、水質汚濁に

係る農薬登録基準（平成 20 年７月環境省告示第 60 号）を改正し、下表左欄の農薬の

成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について下表右欄の基準値を新たに設

定することとします。 

なお、新たに設定する基準値は当該基準値を定める告示の公布の日から適用するこ

ととします。 

 

農薬の成分 基準値 

トリクロロニトロメタン（別名クロルピクリン） 0.002mg/l 

９，10－ジヒドロ－８ａ，10ａ－ジアゾニアフェナントレン＝

ジブロミド又は６，７－ジヒドロジピリド［１，２－ａ：２'，

１’－ｃ］ピラジン－５，８－ジイウム＝ジブロミド（別名ジ

クワット） 

ジクワットイオ

ンとして 

0.015mg/l 

（５ＲＳ）－２－［（ＥＺ）－１－（エトキシイミノ）ブチル]

－５－[（２ＲＳ）－２－（エチルチオ）プロピル］－３－ヒド

ロキシシクロヘキサ－２－エン－１－オン（別名セトキシジム） 

0.23mg/l 

３－フェノキシベンジル（１ＲＳ，３ＲＳ；１ＲＳ，３ＳＲ）

－３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロ

プロパンカルボキシラート（別名ペルメトリン） 

0.1mg/l 

５－（１，３－ジオキサン－２－イル）－４－［４－（トリフ

ルオロメチル）ベンジルオキシ］ピリミジン（別名ベンズピリ

モキサン） 

0.069mg／l 

 

（別紙） 


